
借上請書条項

第 1条  貴官 の借上 に係 る内容 は、仕 様書、又は貴官 の指示 に従 い、履行期

間 に適切 に履行す る。

第 2条  書面 に よる承詰 を得 ないで この契約 に よつて生ず る権利 を第二者 に

譲 渡 し、又 は担保 に供す ることは しない。

第 3条  予定数 量 に よる契約 の場合 、その増減 の通知 は、書面又 は 日頭 によ

り受 けるもの とす る。予 定数量 の増減 に よる損害賠償 は請求 しない。 ただ

し、著 しい場合 は、貴官 と協議す る。

第 4条  貴官 の借 上 げに係 る物 品 (資 機 材及 び車両等 を含 む。 以下 同 じ。)
の貸 出 しを行 う場合 には、貴官 が定 める当方 の貸 出期 限 (当 方 が貴官 に当

該物 品 を差 し出す期 限 をい う。)ま で に、貴官 の指示 す る当方 の貸 出準備

(貸 出期 間において支障 のない よ う整備 を行 い確認 を受 ける等 の行為 をい

う。)を 完 了 した後 、貸 出 しを行 う。 この場合 にお いて、貸 出 し時 にお け

る物 品の破損等 については、 当方 の負担 とす る。

2 貴官の借上 げに係 る不動産 の全部又 は一部 の貸 出 しを行 う場合 には、貴

官 が定 め る当方 の貸 出期 限 (当 方が貴官 に当該不動産 の全部 又 は一部 を差

し出す期 限 をい う。)ま で に、貸 出期 間 中におい て支障 の ない よ う整備 を

行 うほか、安全及 び衛 生管理 に万全 を期す る とともに、契約 内容 に備付器

材 等 の使 用 が含 まれ てい る ときには、貴官 が指示す る当方 の貸 出準備 (当

該器材 等 を使 用 可能 な状 態 に して確認 を受 け る等 の行為 をい う。)を 完 了

した後 、貸 出 しを行 う。

3 貸 出期 間 中において、その貸 し出 した物 品 (以 下 「貸 出物 品」 とい う。)

又 は不動 産 の全部若 しくは一部 (以 下 「貸 出物 品等」 と総称 す る。)の 使

用 が不能 になった こ と等 に よ り契約 の 目的 を達 し得 ない状況 が生 じた とき

には、速や かに貸 出物 品等 に代 わ る物 品又 は不動産 の全部若 しくは一部 を

差 し出す こ と等 に よ り必要 な対策 を講 じる。 ただ し、 当該状況 が当方の責

に帰 さない事 由によ り生 じた もので ある場合 には、貴官 とその後 の対応 等

について協議 の上、その指示 に従 う。

4 貴官 は、借 上期 間 中において、そ の借 り上 げた物 品又 は不動産 の全部若
しくは一部 を本来 の用法 に従 い、善 良な管理者 の注意 をもって使用す るも

の とす る。
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5 貸 出期 間 中において生 じた貸 出物 品等 の破 損等 に係 る費用 は、当方 の負

担 とす る。 ただ し、 当該破損等 が、 当方 の責 に帰 さない事 由によ り生 じた

もので あ る場合 には、貴官 と当該破損等 に係 る費用 につい て協議す る。

6 貸 出物 品の引取 りにつ いては、貴官 が定 め る当方 の引取期 限 まで にそ の

履行 を完 了す る。 この場合 において、引取 り時 において生 じた貸 出物 品の

破損等 に係 る費用 は、当方 の負担 とす る。

第 5条  検 査が行 われ る ときは、 当方 又 はそ の代理人 が立 ち会 い、 も し当方

の都合 に よ り立 ち会 わない ときは、検査 の結果 につ いて、異議 の 申 し立 て

は しない。

第 6条  契約代金 は、履行完 了後 、適 法 な支払請求書 を提 出 してか ら、 30

日以内に支払い を受 ける。

第 7条  単価 契約 の場合 、支払請 求額 は、消費税額及 び地方消費税額 (免 税

事業者 の場合 は、消費税及 び地方消費税相 当額 とす る。 以下 同 じ。)抜 き

契約単価 に確 定数量 を乗 じて得 た額 の合計額 に消費税法 (昭 和 63年 法律

第 108号 )に 基づ く税率 を乗 じて得 た消費税額及び地方 消費税額 (円 未

満切捨 て)を 加算 した額 とす る。 ただ し、消費税及び地方消費税込み の単

価 で契約 した場合又 は免税事業者 だ けの入札若 しくは見積 りに よ り消費税

及 び地方消費税相 当額 を控 除 してい ない単価 で契約 した場合 には、 同契約

単価 に よ り算 定 し、消費税額及 び地方消費税額 の加 算 は行 わない もの とす

る。

第 8条  支払遅延利 息 につ いては、政府契約 の支払遅延 防止等 に関す る法律

(昭 和 24年 法律第 256号 )の 規定す る ところに よるもの とす る。

第 9条  天災地変 その他や む を得 ない理 由に よ り、契約 内容 どお り履行す る

こ とがで きない ときは、貴官 にそ の理 由を記 した書面 を提 出 して、履行 の

延期又 は契約 の解 除等 を申請 し、その承認 を受 ける。

第 10条  履行完 了前 に契約 の 目的そ の他契約履行 に関 して生 じた損害 は、

当方 の負担 とす る。

第 11条  当方が契約 上 の義務 に違反 した こ とに よって、 この契約 の 目的 を

達す るこ とがで きな くなった場合 は、契約 を解除 され 、違約金 として解 除

部分 に対す る契約金額 の 100分 の 10に 相 当す る金額 を指 定 され た期 日
までに納付す る。 ただ し、その額 が 100円 未満 であ る場合 は、 この限 り

ではない。
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2 契約 の解 除が単価契約 に係 る場合 には、その解 除部分 の金額 は、発注数

量 に消費税額及び地方 消費税額抜 き契約 単価 を乗 じ、その額 か ら納入済部

分 の金額 を差 し引いた額 に、消費税法 (昭 和 63年 法律第 108号 )に 基
づ く税 率 を乗 じて得 た消費税額及 び地方消費税額 (円 未満切 捨 て)を 加算
した額 とす る。

第 12条  違約金又 は遅滞料 を指 定 され た期 日までに納付 しない場合 は、納

付期間満 了の 日の翌 日か ら納付 した 日までの 日数 に応 じ、未納金額 に対 し、

国の債権 の管理等 に関す る法律施行令 (昭 和 31年 政令第 337号 )第
29条 第 1項 本文 の規 定 に基づ き財務 大 臣の定 め る延納利 息 の率 を乗 じて

計算 した金額 を延納利 息 として支払 う。

第 13条  この契約 にお いて は、「責任 あ るサ プライチ ェー ン等 にお ける人

権 尊重 のためのガイ ドライ ン」 (令 和 4年 9月 13日 ビジネ ス と人権 に関

す る行 動 計画 の実施 に係 る関係 府省 庁施 策推 進 ・連 絡 会議 決 定 )を 踏 ま

えて人権 尊重 に取 り組 む よ う努 めるもの とす る。

第 14条  前各条以外 の事項 については、貴官 と協議 の上、その指示 に従 う。
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